
石原産業(概要情報)

労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る]鰹謎感塾亜1

概要情報 

事件名 ��靈H蝌ｼb�

事件番号 �(i┴勾[ﾙ�ﾃ#)D竕W8ﾜB��cC俘hｻ9LﾓS�ﾘb�

第49号再審査申立人 乘H�檍���靈H蝌ｼb��X檍���b��

第50号再審査申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB��Y�xﾘx�b��

舘49号再審査被申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB��Y�xﾘx�b��

第50号再審査被申立人 乘H�檍���靈H蝌ｼb��X檍���b��

命令年月日 兌ﾙ�ﾃ#9D��S�ﾈ��S�?｢�

命令区分 弍ﾈｷ��

重要度 ��

事件概要 ���*ｨ���xﾘx,ﾈ5�6x8�484ﾈ��邵ﾎ8��檍��*ｨ��t��xﾘx醜.x,���+X���H棈,h鋹{ﾉ5���
のみの作業指示や休憩時間の変更指示等を行ったこと、②19年年末、組合員に 
「お年玉」を支給しなかったこと、③ストライキ期間中就労した従業員のみに特別 
報酬を支給したこと及び組合員に対し冬期賞与を減額して支給したこと、④組合 
を誹誘中傷し、組合員を威嚇する内容の発言をしたこと、⑤組合の団交申入れに 
対し、まだ団交応諾義務事項があるにも関わらず拒否していること等が不当労働 
行為に該当するとして救済申立てがあった事件である。 
初審大阪府労費は、会社に対し、①19年冬期賞与の減額がなければ得られた 

であろう賞与相当額と支払済額との差額支払、②「お年玉」の支給、③上記①② 
及び洗車と車両点検のみの作業指示及び洗車とワックス掛けの作業指示、会社 
取締役の発言に関する文書手交を命じ、その余の救済申立ては棄却したところ、 
会社と組合は、それぞれ再審査を申し立てた。 

命令主文 冏ｸﾈ�XﾜI�(ﾛ��ﾉzx,H/�ｯﾈｷ�+x.��"�

判断の要旨 ���xﾘx醜.x,���+x.����H棈,h鋹{ﾉ5��,ﾈ-ﾘ,ﾈﾞﾈｼh輾麒9�,ﾘ��┼�yd��cx���c��
号の不当労働行為に当たり、休憩時間の変更指示等は、労組法第7条第1号の 
不当労働行為に当たらない。 
組合員のみのローテーションを組み、洗車と車両点検の業務のみを行わせたこ 

と及び組合員に対し洗車やワックス掛けを行うよう指示したことに合理的な理由 
ま認められず、分会結成以降、労使対立が続く中で、ストライキという組合の正当 
な行為を嫌悪し、あえて必要のない作業指示等を差別的に行ったものであり、不 
当労働行為に当たる。組合員に対し、①休憩時間の変更を指示したこと、②担当 
コースの変更を指示したこと、③会社の倉庫での就労と昼食を指示したことが、特 
段不合理であるとはいえず、また、殊更差別的な取扱いを行ったものとまではい 
えない。したがって、これら変更指示等はいずれも組合員らの組合活動等を理由 
とする不利益取扱いであるとはいえず、不当労働行為に当たらない。 

2　組合員に「お年玉」を支給しなかったことは、労組法第7条第1号の不当労働 
行為に当たる。 
組合員が19年12月31日に出勤したにもかかわらず「お年玉」を支給されなかっ 

たことに合理的な理由はなく、会社は、分会結成以降、労使対立が続く中で、スト 
ライキという組合の正当な行為を嫌悪して、見せしめ的に組合員のみに対して「お 

年玉」を支給しないという不利益な取扱いを行ったもので、不当労働行為に当た る。 

3　ストライキ期間中就労した従業員のみに特別報酬を支給したことは、労組法第 
7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たらないが、組合員に対し冬期賞与を 
減額して支給したことは、労組法第7条第「号の不当労働行為に当たる。 
会社がストライキ期間中に就労した従業員の負担増大に対する報酬として特別 

報酬を支給したことには合理的理由があること、支給対象者や支給額も相応と認 
められる範囲内であり、会社がストライキ終了以前に特別報酬の支給を予告した 
事実はうかがわれないことからすると、会社がストライキを抑止する意図をもって 
支給を行ったものとはいえず、組合員に特別報酬が支給されなかったのは、スト 
ライキ期間中、通常業務を超える作業に従事しなかったことを理由とするもので 
あって、不利益取扱いや支配介入であるとまではいえず、不当労働行為に当たら 
ない。会社が、ストライキ開始日に「緊急公休」を適用して冬期賞与を20%及び 
45%もの減額支給したことに合理的な理由はなく、減額支給は、組合員の組合活 
動を嫌悪し、取決めや慣行がないにもかかわらずあえてストライキ開始日に「緊 
急公休」を適用することによって、組合員に対し賞与の大幅な減額という多大な経 
済的不利益を課すもので、不当労働行為に当たる。 
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石原産業(概要情報)

4組合を誹誘中傷し、組合員を威嚇する内容の発言をしたことは、労組法第7条

諾欝薫攫艶課藩還龍擢認識親
的発言といわざるを得ないものであって、業務全体の監督指導を行う常務取締役
と一従業員という関係の下で、組合員を威圧し、組合活動を萎縮させる意図を
もって行われたものといえ、組合の弱体化を企図した支配介入であり、不当労働
行為に当たる。

5　組合の団交申入れに対する会社の対応は、労組法第7条第2号の不当労働
行為に当たらない。
準社員の正社員化要求等について、会社は、組合の要求に応じられない理由

を具体的に説明したが、相互に譲歩の意思が見られず、組合と会社の主張は平

幣諾鶉蔚鷲賞灘鰭講義鑑鮨「藷識誘惑妾鵜る
事項について、会社は-応団交に応じる姿勢を示しており、正当な理由なく団交
拒否を行ったとはいえない。よって、本件団交申入れに対する会社の対応は、不
当労働行為に当たらない。

顛末情報 ��

事件番号/行商番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�命令年月日/判決年月日 
・大阪府常春平成20隼(不)箆3〇号 �ｩYHｷ鞋��平成22年9月7日 

東意弛裁平蔵23毎(行中)籠756号 弍ﾈｷ��平成25年3月28日 

東京高裁平成2呂毎(行コ十藷177母 弍ﾈｷ��平成25年11月28日 

轟恵裁平癒26毎(行ヒ)篤唖4骨 ��8ﾙ�W8�9yﾒ�平成26年4月10日 

薗髄鞘OKBytefoりますoまた・ PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(鮒)
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大阪府労委平成20年(不)第30号(概要情報)

労働委貴会命令データベース

(この事件の全文鰭報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

脚　上薗塞瞳報土
概要情報 

庫件名 ��Xﾞ9Wｹ┴勾[ﾙ�ﾃ#�D竕W2��c3�ﾘb�

庫件番号 ��Xﾞ9Wｹ┴勾[ﾙ�ﾃ#�D竕W2��c3�ﾘb�

申立人 負┼:ﾙ�xﾘr�

i被申立人 乘H�檍����

i命令年月日 兌ﾙ�ﾃ#)D纔ﾈ繦?｢�

i命令区分 �ｩYHｷ鞋��

i重要度 ��

事件概要 倩��(ﾙI��~ｩDi�痔xﾎｸ劔�y�杏夷ﾉL兢ﾉ=b�
トライキ期間中に就労した従業員にのみ特別報酬を支給するとともに、ストライキ 
に参加した組合員らの冬期賞与の減額を行ったこと、②組合員らに対する担当業 務濃艶絹詰岩瀬鶉籠嘗捷離籍藷繋 

語藷諾雑宕諜詑張鑑罷黙搭載鵠翳し続けてい 

繋麗議器鱗謹讃繁藤緒務謁 
命令主文 ��Nﾙ�ﾉzy�ﾈ,ﾘ���ﾉzy�ﾉ�xﾘx醜.x,���+X��[ﾙ�ﾃ�僖�7隸ｨ�ﾉu�,�,(*(,H��:����ﾈ��i?ｨ,ﾈ5�6x8�484ﾈ､ｨ跌?ｨ,ﾈﾈxｼ饂ｨ*ｨｽ亶ﾘﾏhｷ�,�9h+ﾘ.�,h+X,H,ﾈﾋ逢ｨ*ｨ,�*�.ｨ,�;��

られたであろう賞与相当額と既に支払った額との差額を支払わなければならな 
い。 2被申立人は、平成19年12月30日又は同月31日が同年最後の勤務日となる準 

社員である組合員で現に出勤したものに対し、「お年玉」としての5,000円を支給し 
なければならない。 3被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならな 

い。 　　　　　　　　　記 

年月日 
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 

執行委員長X「様　　　　　　　　　株式会社石原産業 

代表取締役　Y「 

当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、(1)から(6)までに ついては労働組合法第7条第1号に、(7)及び(8)については同条第3号に該当 する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないよ 

うにいたします。 
註 

(1)平成19年12月上旬頃から、貴組合員中心の作業ローテーションを作成し、洗 
車や車両点検等のみの作業指示を行ったこと。 

総革那智雑品鷺撥鞄鵠ぢ矯誰諒諾ったこ 
と。 (4)平成20年2月29日、貴組合員X4氏に対し、洗車とワックス掛けの指示を行っ 

たこと。 嘉搭繋指揮謂課員謹撰範裟認諾.龍繋損耗 

こと。 (6)平成19年冬期賞与の支給に当たり、同年10月6日のストライキ開始日の欠勤 

分を緊急公休に当たるとして減額して支給したこと。 (7)平成19年12月7日、当社常務取締役Y2が貴組合員X5氏に対し、組合を誹誘 

罵讃擢離籍羅諾蓮x6氏に対し・組合を誹 
4　申立人のその他の申立てを、いずれも棄却する。 

l判断の要旨 ��Nﾙ�ﾉzy�ﾈ檍��*ｩ�xﾘx醜.x,���+X��ｷ鞍X鳧ｭH.(ｼik�>�vX,ﾉ¥��,�,x,ﾈｼik�輦�
京謹話誤字蒸瀧摺誤読諜藍その是非はともかく、組合員であ 
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大阪府労委平成20年(不)第30号(概要情報)

るが故の不利益取扱いとまではいえない。
(2)会社が組合員中心の作業ローテーションを作成し、一部の組合員に対し洗車
や車両点検等のみの作業指示を行ったことは、ストライキ等の組合活動を牽制す

墨絵罪揺高掠碧誤鵜譜籠こと及び組合員に芦を掛け
ずに新年会を開催したことは、不利益取扱いに当たるか。
(1 )非組合員に対してのみ金銭支給を行ったことは、組合と会社との労使関係が
悪化する中で組合を嫌悪して組合員らに経済的不利益を与えたものである。
(2)新年会は、会社が組合員を差別的に取り扱おうとして組合員には声を掛けず
に開催したとまではいえないので、不利益取扱いに当たるとまでは認められな

曇鑑鑑籠諾欒擬態鰐饗認諾駕
(1 )ストライキ期間中に就労した従業員に対してのみ特別報酬を支給したことに
は一定の合理性が認められ、過重労働への対価に藷ロした切り崩し策であった
とまではいえないのであって、不当労働行為には該当しない。
(2)組合員らに対する冬期賞与の減額支給に合理性はなく、ストライキへの参加
に対する制裁として行ったものであるとみるのが相当であって、かかる行為は不

善醗締役の、組合員らに対する発言は、組合に対する支配介入
に当たるか。
常務取締役Y2の組合員X5及びX6に対する発言は、会社が組合を嫌悪し、組

合を弱体化し、組合活動を阻害することを意図して行った、組合に対する支配介
入行為である。
5　組合の団交申入れに対する会社の-連の対応は、不誠実団交又は団交拒否
に当たるか。

醗議藷襲擬競轟議翳
るとまではいえない。

顛末情報
事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�命令年月日/判決年月日 

中指香平成22年(不再)笛49号・第50 弍ﾈｷ��平成23年10月19目 

呈 

東京地裁平成23缶(行ウ)笛756号 弍ﾈｷ��平成25年3月28日 

東京雷裁平成25毎(行コ)鷺177号 弍ﾈｷ��平成25年11月28日 

畳高裁平成26毎(行ヒ)篤104母 ��8ﾙ�W8�9yﾒ�平成26年4月10日 

捻蛭護豊溺濫幣7KByteありますoまた、 PDF形式になっていますので、ご覧lこなるにはAdobe Reader(無料’
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石原産業(概要情報)

労働委貴会関係裁判例データベース

(この事件の全文鯖報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

出国　圃
概要情報 

事件名 ��靈H蝌ｼb�

事件番号 �8ﾈｹ�&鞏兌ﾙ�ﾃ#9D竏ﾗ84R��csShﾘb�

原告 乘H�檍���靈H蝌ｼb�

被告 俛��

被告補助参加人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

判決年月日 兌ﾙ�ﾃ#YD�8ﾈ�#�?｢�

判決区分 弍ﾈｷ��

重要度 ��

事件概要 ���xﾘx,ﾘ��檍��*ｨ���xﾘx,ﾈ5�6x8�484ﾈ��邵ﾎ8��t��xﾘx醜.x,���+X���H棈,h鋹{ﾉ5��
検のみの作業指示や休憩時間の変更指示等を行ったこと、②19年年末、組合員 
こ「お年玉」を支給しなかったこと、(㊤ストライキ期間中就労した従業員のみに特 
別報酬を支給したこと及び組合員に対し冬期賞与を減額して支給したこと、④組 
合を誹誘中傷し、組合員を威嚇する内容の発言をしたこと、⑤組合の団交申入れ 
こ対し、まだ団交応諾義務事項があるにも関わらず拒否していること等が不当労 
働行為に該当するとして救済を申し立てた。 
2　初審大阪府労委は、会社に対し、①19年冬期賞与の減額がなければ得られ 
たであろう賞与相当額と支払済額との差額支払、②「お年玉」の支給、③上記①、 
②及び洗車と車両点検のみの作業指示及び洗車とワックス掛けの作業指示、会 
社取締役の発言に関する文書手交を命じ、その余の救済申立ては棄却した。会 
社と組合は、それぞれ再審査を申し立てたが、中労委は、各再審査申立てを棄却 
した。 
3　会社は、取消訴訟を提起したが、東京地裁は、会社の請求を棄却した。 

判決主文 ��ﾋHﾙ�,ﾉ���/�ｯﾈｷ�+x.��"�
2　訴訟費用は原告の負担とする。 

判決の要旨 ���xﾘx什(i�8,ﾈﾞﾈｼh8ﾘ�ｸ6X�ｸ5h8x98/�ﾞﾉ�ﾈ+Y�H棈.(鋹{ﾉ5��9�,ﾈ-ﾘ,ﾈﾞﾈｼh輦�
示を行ったこと(本件作業指示①) 

蜜認諾謀議憲藷鶉讃鑑識欝 らかに高くなっている。会社も組合員を優先的に事務所コースあるいは待機とした 誤諒瀬と醐殻醍醐 籍繋瑞籠麗諾繋護鵠籠驚藷籠 

澤鵠驚龍畿…浅茸悲喜離籍醸恕禽鵠親鸞与 
に該当する。 219年12月8日、X2組合員に対し1日2回の洗車の作業指赤を行ったこと(本件 

驚諜翫諜鵜諾豊擬′‡満載禦課 ≡≡≡≡≡ 

灘讃擁護翳藷 
https : //www.mhlw. gojp/churoi血eirei_db/han/h l O47 1.html



石原産業(概要情報)

員に対して、付随的な作業というべきワックス掛けを木曜日に行うように指示す
必要性は明らかではなく、本件作業指示③は、通常行われる指示とはい‾い難
、必要性の乏しい作業を命じる不利益なものというべきであり、労組法7条1号
該当する。
20年2月鱒日、 X6組合員に対し、洗車とワックス掛けの指示を行ったこと(本

擬醗轟藷鷲臨曹犠籍碧韓榛舐
る待機コースについては、午前7時頃に帰社した後は、午前8時の朝礼までの

監禁憩慧繰言結護続緒諸事寵鰯撥
窓諜繋轟揺鵠謀苗藷雑書鞍琵黒番i」益な内容
5 19年12月3「日に出勤した準社員である組合員に対し、 「お年玉」としての5000

5舗懇親忍誤射諾樺余韻譜諦雑著藷罵隷真綿
されたこと、同月30日に出勤した準社員(同日がその年の最終出勤日となる者)
に対して5000円が支給されたこと等からすれば、会社による上記行為は、組合員
にのみ合理的理由なくお年玉を不支給とするもので、労組法7条1号に該当す
る。
6 19年冬期賞与の支給にあたり、同年10月6日のストライキ開始日の欠勤分を
緊急公休にあたるとして減額して支給したこと
緊急公休を定めた当時、ストライキを想定していなかったことについては会社も

認めているところであり、緊急公休が賞与の減額という経済的不利益をもたらす
ものである以上、ストライキが緊急公休に該当するというためには、かかる取決め
や合意等があったことが必要であるというべきところ、かかる取決めや合意等を
認めるに足りる証拠はない。そうすると、会社が組合員の19年冬期賞与を減額し

喜藤鑑鰯鰐懇轢欝藷楽譜禁
7 19年12月7日、Y「常務がX3組合員に対し、組合を誹誘中傷し同組合員を威嚇

誓畢評語寺鵠売嘉組合員に対し、 「連帯は儲かってるんか。どう考えて
もそんなに儲かってるように思われへんねんけどな-」「儲からんのに、あんなん
して、あほみたいやな一」「だいたいあの、執行委員ってなんやねん、えらそうに、

#擬i璃詳論鷲紫砦撮嘉と擬古ス
トライキするような組合は信用でけへん。これからは、夜中の仕事には行かせへ
んからな」と述べたことが認められる。上記発言は、組合活動を非難し、攻撃的趣

擢認諾詣隷認諾寵諾蒜三言組合員
19年12月20日、Y「常務はX「O組合員に対し、 「組合員が足を踏まれたいうのも、

俺は踏んでない」「自分でトンカチで足たたいて、組合に関係のある病院で診断書

架石蕗碧鐸,」豊誓綴喜輔菖饗龍手話擦鷲隷崇粥
ざるを得ないものであり、業務全体の監督指導を行う常務取締役と-従業員とい
う関係の下で、組合員を威圧し、組合活動を萎縮させる意図をもって行われたも
のといえ、労組法7条3号に該当する。

顛末情報
事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�命令年月日/判決年月日 

大阪府税毒平成20年(不)笛30号 �ｩYHｷ鞋��平成22年9月7日 

中労委平成22年(不再)篤49号〇第50 呈 弍ﾈｷ��平成23年10月19日 

東京高裁軍成25毎(行コ)篇177母 弍ﾈｷ��平成25年11月28日 

最高裁平成之6毎(行ヒ)篇1鍋島 ��8ﾙ�W8�9yﾒ�平成26年4月1〇日 
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石原産業(概要情報)

労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

隠避囲重量謹璽璽型　腰窪重量墾園

概要情報
事件名 ��靈H蝌ｼb�

事件番号 �8ﾈｹ靼(ﾝ兌ﾙ�ﾃ#YD竏ﾗ85"��c�sxﾘb�

控訴人 乘H�檍���靈H蝌ｼb�

被控訴人 俛�引瓜ｨﾗ9�ﾙ*�ｩ(h匯┼:ﾘ効醜橙��

被控訴人補助参加人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

判決年月日 兌ﾙ�ﾃ#YD���ﾈ�#�?｢�

判決区分 弍ﾈｷ��

重要度 ��

事件概要 ���xﾘx,ﾘ��檍��*ｨ���xﾘx,ﾈ5�6x8�484ﾈ��邵ﾎ8��t��xﾘx醜.x,���+X���H棈,h鋹{ﾉ5��
検のみの作業指示や休憩時間の変更指示等を行ったこと、②19年年末、組合員 
こ「お年玉」を支給しなかったこと、③ストライキ期間中就労した従業員のみに特 
別報酬を支給したこと及び組合員に対し冬期賞与を減額して支給したこと、④組 
合を誹誘中傷し、組合員を威嚇する内容の発言をしたこと、(り組合の団交申入れ 
こ対し、まだ団交応諾義務事項があるにも関わらず拒否していること等が不当労 
働行為に該当するとして救済を申し立てた。 
2　初審大阪府労委は、会社に対し、①19年冬期賞与の減額がなければ得られ 
たであろう賞与相当額と支払済額との差額支払、②「お年玉」の支給、③上記①、 
②及び洗車と車両点検のみの作業指示及び洗車とワックス掛けの作業指示、会 
社取締役の発言に関する文書手交を命じ、その余の救済申立ては棄却した。会 
社と組合は、それぞれ再審査を申し立てたが、中労委は、各再審査申立てを棄却 
した。 
3　会社は、取消訴訟を提起したが、東京地裁は、会社の請求を棄却した。 
4　本件は、これを不服として、会社が東京高裁に控訴した事件である。 

判決主文 倅x�8ｯ�fHｶ95ﾘ-�^(�����,�.h,�,I�h+h+ﾙN��,ﾘﾕI���ﾈ,ﾉX�%8,h+r�.��"�

判決の要旨 ��9hﾝ僵ｸ�.���gｸﾈ�ﾙ}�,俔I���ﾈ,ﾈ益*8+x.��d�,ﾘ,�*ﾘ��ﾕI���ﾈ,ﾉ���,ﾙyﾙu"�
がないものと判断する。その理由は、次のとおり訂正〔略〕し、後記2のとおり当審 
こおける控訴人の補足的主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「第3 
当裁判所の判断」に説未のとおりであるから、これを引用する。 
2　当審における会社の補足的主張に対する判断 

‡諜翳謙鮮謂難翳擢喜藤認競凝 
らないところ、本件の場合、事務所コースの方が収集コースより実作業量が重い 
ということはあり得ず、事務所コースに配置されたからといって、何ら不利益は存 
しないと主張する。 
しかし、労組法7条1号の不利益な取扱いは、労働者としての地位の得喪に関 

する不利益な取扱い、賃金や人事上の不利益な取扱い等経済的に不利益な差 
別待遇だけでなく、広く使用者の労働者に対する取扱いのあらゆる場面にわたっ 手製熊綜雑器護と繋寵蓑諜鷲箆鵠鷲鵠瑞雲 

不利益な差別的取扱いも含むものと解するのが相当である。そうすると、事務所 コースに配置されることは、ゴミ収集業務を営む会社の労働者にとってみれば、 

憲護繊醗諾讃隷翳讃 
る。 イ会社は、組合員を事務所コースに配置しなければならなかったのは、平成19 年12月当時、組合がストライキを行う可能性があったためであると主張する。 しかし、19.10ストに至る経緯は、事前に団体交明が重ねられ、ストライキを含 

む権利行使を行う旨の通知等もされていたのに対し、平成「9年11月、12月頃 には団体交渉やストライキの予告等はされておらず、平成19年12月当時の状況 按告荒蕪難撹罷講掠課懸潔謹暑諜臆視 

な根拠はなかったものといわざるを得ない。 
(鶴虐潟欝擢解読器年当時定着して。たルールを通常どおりに適 用した結果であるから、これをもって不当労働行為であるとすることはできないと 

h坤S : /twww.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db仇anth l O49 9.h血1



石原産業(概要情報)

諾寵盤青認識噌舘舗鰯雑品

襲轡翳韻籠讃繋藷醗
ることは少なかった事務所コースに配置され、ワックス掛けを指禾されたが、通

莞轟窮認諾蕎絹業驚雑禁芯諜課弊霜鵠齢
籠隷摺轄鷲類離誌蒲縄麒麟蔀韓瑞諾二
前4時始業のコースでは、常日頃から午前7時頃から休憩を取ることが通例であ
り、この時間帯に洗車等の指示を受けたのは初めてであったことに照らすと、争

繕繁雑雑撥鶉謹選張親頼なる
会社は、平成1 9年1 2月3〇日に出勤しなかった者には「お年玉」を支給しな

かったことは、労働義務がない公休日に出社したという業務協力に対して、任意

雑麓鴇¥至鵠砦玉」の趣旨に合致するのであるから、不当労働行
しかし、会社は、同月31日に出勤した準社員のうち組合員でない者には同日

轄謹豊諸龍結寵鸞鴇就要具鵠葦緯稿諸子認諾謹白
(年末年始)は、いずれも会社における「公休日」であったが、同月3〇日は出勤し

冨罷瑞恕譜鞘誤認輩擬諜舵男親詫総
み同月31日は出勤した組合員に対しては、公休日に休んだことを理由に「お年
玉」を支給しないというのは、明らかに不合理であるというべきである。
したがって、会社が同月31日に出勤した準社員である組合員に「お年玉」を支

給しなかったことは、組合員にのみ合理的理由なく「お年玉」を支給しなかったと
いうほかない。

塞蕗覇親藩清二ストライキ通告をしたことは、代替の人員の確保が
難な時点で勤務しないことを申し出ることである点で「緊急公休」と同じであり

しかし、会社が「緊急公休」についてのルールを定めた当時、組合に加入してい
る労働者はなく分会も結成されていなかったので、 「緊急公休」についてのルール
はストライキを想定しておらず、ストライキをした場合の賞与の取扱いについては
確な定めはなかったのであるから、会社は、明確な根拠がないにもかかわらず
与を減額したものといわざるを得ない。そして、 「緊急公休」の場合と同様、細律

う多額の減額をしたことが組合員に経済
∠ゝ呈i-ま嘉っト乙ノ史甘口皆占′・富ヽぐ腰素描士金AI・・十　〇

0%(1回目)ないし45%(2回目)とい
的打撃を与えたことは明らかであり、組合員に対する冬期賞与の減額支給は、ス

鞘難豊誌課諜籍難諜冨緒を驚き築鵠雑貨
期賞与の減額支給は不当労働行為に当たるものと認められる。したがって、会社
の上記主張は採用することができない。

身罷讃書籍謀議謀議書籍競翳
る。
しかし、仮に会社における賞与が任意的給付であるとしても、その支給に関する

差別待遇により不利益が生じたことは明らかである。そして、 1 9. 1 0ストについ
ては、事前に団体交渉が重ねられて、ストライキを含む権利行使を行う旨の通知
等もされていたことからすれば、 「 9. 10ストの実施は、会社にとって予測不可能
であったとはいえず、冬期賞与の減額支給には合理性は認められない。

顛末情報 

事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�命令年月日/判決年月日 

大阪府営毒平成20年(不)笛30号 �ｩYHｷ鞋��平成22年9月7白 

中労委平成22年(不百)篤49号〇第50 弍ﾈｷ��平成23年10月19日 

呈 

東京地裁平成23年(行ウ)第756号 弍ﾈｷ��平成25年3月28日 

最高憩平成26毎(行ヒ)籍1朗骨 ��8ﾙ�W8�9yﾒ�平成26年4月10日 
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会社は、ストライキをしたこと自体を問題にしたわけではなく、勤務開始ぎりぎりに
なって勤務しないことを申し出たことを問題としているのであるから、冬期賞与を

減額して支給したことは、不当労働行為には該当しないと主張する。


